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第
一
号

徳
島
県
議
会
基
本
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
別
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の
と
お
り
、
地
方
自
治
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第
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十
二
条
及
び
徳
島
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会
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十
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徳
島
県
議
会
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
議
会
基
本
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
及
び
徳
島
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例

第
三
十
三
号
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

徳
島
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
議
員
報
酬
の
月
額
に
係
る
特
例

措
置
が
終
了
し
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す

る
理
由
で
あ
る
。



議
第
二
号

知
事
の
専
決
処
分
事
項
の
指
定
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
別
紙
の
と
お
り
、
徳
島
県
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
。

令
和
六
年
七
月
二
日

提

出

者

全

議

員

徳
島
県
議
会
議
長

元

木

章

生

殿



知
事
の
専
決
処
分
事
項
の
指
定
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

知
事
の
専
決
処
分
事
項
の
指
定
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
十
八
日
議
決
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
」
に
改
め
る
。

提
案
理
由

地
方
自
治
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ

の
改
正
の
理
由
で
あ
る
。



議第３号

防災・減災、国土強靱化対策の強力な推進を求める意見書

上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第１４条第２項の規定により提

出する。

令和６年７月２日

提 出 者 経 済 委 員 長 井 村 保 裕

県土整備委員長 梶 原 一 哉

徳島県議会議長 元 木 章 生 殿



防災・減災、国土強靱化対策の強力な推進を求める意見書

近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化している中、本年１月

１日に発生した能登半島地震では多くの尊い人命が失われ、本県においても逼迫

する南海トラフ巨大地震など災害リスクが高まっており、住民生活の安全・安心

が脅かされる事態が生じている。

こうした中、国においては「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対

策」を策定し、これまでの４年で既に約８割が予算化され、地方とともに集中的

な対策を実施している。

また、昨年６月改正の「防災・減災等に資する国土強靱化基本法」では、「国

土強靱化実施中期計画」策定が法制化され、中長期的な見通しに基づき、国土強

靱化に関する施策を引き続き計画的かつ着実に推進することとされている。

さらに、去る６月２１日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針

２０２４（骨太の方針）」では、「実施中期計画」を「２０２４年度の早期に策

定に取り掛かる」と示されたところである。

本県においては、高規格道路ネットワークの整備や流域治水対策など、県土強

靱化は着実に進捗しているものの、「命の道」となる高規格道路のミッシングリ

ンクの解消、吉野川・那賀川水系の堤防整備やダム再生、中小河川の河道掘削、

沿岸部の地震・津波対策、橋梁や排水機場等の長寿命化対策のほか、農業用ため

池等の老朽化対策や山地災害危険地区等における治山対策、漁港施設の防災機能

強化といった、県内インフラの整備は道半ばであり、相次ぐ自然災害に屈しない

県土づくりを進め、県民の安全・安心を守ることは我々の使命である。

よって、国においては、防災・減災、国土強靱化対策を迅速に進め、住民の安

全・安心を確保するため、次の事項について特段の措置を講じるよう強く要請す

る。

１ 近年の物価高騰に伴い資材価格等が上昇している中でも、着実に社会基盤整
備が進められるよう、「５か年加速化対策」に必要な予算・財源を例年以上の
規模で確保すること。

２ 「国土強靱化実施中期計画」については、確実に令和６年内に策定するとと
もに、能登半島地震など昨今の自然災害の教訓や地方の意見を十分に反映した
上で対象事業の拡充を図り、必要な予算・財源を別枠で確保すること。

３ 「防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債」について、国土強靱化実施中期
計画に位置付けた施策を対象とするとともに、令和６年度末に期限を迎える「緊
急浚渫推進事業債」及び令和７年度末に期限を迎える「緊急自然災害防止対策
事業債」の期限を延長すること。

４ 南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模自然災害に迅速かつ適確に対処す
るため、四国地方整備局において必要な人員の確保、事務所の新設や出張所の
格上げ等の組織体制強化を図ること。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和 年 月 日

議 長 名



提 出 先

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣

農 林 水 産 大 臣

国 土 交 通 大 臣

内 閣 官 房 長 官

国土強靱化担当大臣

内閣府特命担当大臣（防災）

協力要望先

県選出国会議員


